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第２章 運用基準 

第１ 消火設備の技術上の基準 

共通事項 

１ １棟全部が製造所等である場合、消防用設備等は法第１０条第４項にのみ適合すれば

よい。 

また、工場の一部分に製造所等がある場合は、製造所等の部分は法第１０条第４項に

より設置し、これを除いた部分は法第１７条の規定による消防用設備等を設置すること。

【昭和４２年自消丙予発第１０２号】 

２ 消火設備を同一敷地内の製造所等又は防火対象物を共用する場合は、危政令第２３条

の規定を適用し、共用することができる。（＊） 

ただし、水源、予備動力源、消火薬剤、ポンプ設備等について、容量及び能力の大な

る方の基準を満たすように設けるとともに、消火設備の消火範囲が隣接している場合（開

口部を有しない隔壁で区画されている場合を除く。）は、同時に使用できる容量及び能力

を確保すること。 

３ 屋内消火栓の加圧送水装置に原動機として内燃機関を用いることができる。なお、構

造、材質、性能等については、「内燃機関を原動機とする加圧送水装置の構造及び性能の

基準について」によること。【平成元年消防危第６４号・平成４年消防危第２６号】 

４ 消火設備の配管は、危険物の配管に準じて、防食措置を講じること。 

５ 危規則第３２条の１０ただし書は、第一種、第二種又は第三種の消火設備と併設する

場合の第四種の消火設備についての緩和規定であり、第３２条の１１ただし書は、第一

種から第四種までの消火設備と併設する場合の第五種の消火設備の緩和規定であるが、

それぞれ第四種又は第五種の消火設備の設置を免除するものではなく、防護対象物から

設置場所に至る歩行距離等に関する規定を適用しないことを定めたものであること。

【平成元年消防危第２４号】 

第２ 消火設備（危政令第２０条関係） 

１ 設置の区分【平成元年消防危第２４号】 

第一種、第二種及び第三種の消火設備の設置の区分は、次のとおりとする。 

 屋内消火栓設備及び移動式の第三種の消火設備は、火災のときに煙が充満するおそ

れのない場所等火災の際容易に接近でき、かつ、火災等の災害による被害を受けるお




















































































